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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用器具において、
　基端と、末端とを有する、細長い器具の軸と、
　細長い器具の軸の末端から配置されたツールと、
　細長い器具の軸の基端から配置された制御ハンドルとを備え、
　前記ツールは、第一の可動部材を介して前記細長い器具の軸の末端に連結され、
　前記制御ハンドルは、第二の可動部材を介して前記細長い器具の軸の基端に連結され、
　これにより、前記制御ハンドルが前記第二の可動部材を介して前記細長い器具の軸に対
して動くことにより、前記ツールが前記第一の可動部材を介して前記細長い器具の軸に対
し付随的に動き、
　前記第一の可動部材及び第二の可動部材の少なくとも第二の可動部材は、曲げ可能な動
作部材を備え、
　前記第二の可動部材は、制御ハンドルの回りにて且つ制御ハンドルに対して軸回りに回
転するように構成されている、外科用器具。
【請求項２】
　請求項１に記載の外科用器具において、前記第一の可動部材と、第二の可動部材とを相
互に連結し、制御ハンドルが第二の可動部材にて動くことにより、ツールが第一の可動部
材を介して動くようにする制御要素を更に有する、外科用器具。
【請求項３】
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　請求項２に記載の外科用器具において、前記制御要素は、第一の可動部材と第二の可動
部材とを相互に接続するケーブルシステムであって、制御ハンドルの動きにより作動され
る一方、ツールを動かす前記ケーブルシステムを備える、外科用器具。
【請求項４】
　請求項１に記載の外科用器具において、可動部材の各々は、全方向への動きを提供し得
るよう２自由度を有する、外科用器具。
【請求項５】
　請求項１に記載の外科用器具において、細長い軸の末端に対するツールの動作は、細長
い軸の基端に対する制御ハンドルの動作方向と反対方向である、外科用器具。
【請求項６】
　請求項１に記載の外科用器具において、細長い軸の末端に対するツールの動作は、細長
い軸の基端に対する制御ハンドルの動作方向と同一方向である、外科用器具。
【請求項７】
　請求項１に記載の外科用器具において、制御ハンドルは、前記ツールを作動する押しロ
ッドを押し引きする押し－引張りツール作動装置を備える、外科用器具。
【請求項８】
　請求項１に記載の外科用器具において、細長い器具の軸は、その少なくとも１つの可撓
性セグメントを有する、外科用器具。
【請求項９】
　請求項１に記載の外科用器具において、ツールは、ジョー、グリッパー、クリップアプ
ライヤー、ステープラ、電気的外科用装置、メス及び鋏から成る群から選ばれる、外科用
器具。
【請求項１０】
　請求項１に記載の外科用器具において、第一の可動部材を細長い軸の回りにて軸回りに
回転させる末端側軸方向回転継手を更に有する、外科用器具。
【請求項１１】
　請求項１に記載の外科用器具において、ツールを第一の可動部材の回りにて軸回りに回
転させる末端側軸方向回転継手を更に有する、外科用器具。
【請求項１２】
　請求項１に記載の外科用器具において、ツールの少なくとも１自由度の動作を駆動する
電気機械的アクチュエータを更に有する、外科用器具。
【請求項１３】
　外科用器具において、
　基端と、末端とを有する細長い器具の軸と、
　基端側の回転可能な部材と、
　基端側の回転可能な部材を介して細長い器具の軸の基端に連結された制御ハンドルと、
　末端側の回転可能な部材と、
　末端側の回転可能な部材を介して細長い器具の軸の末端に連結された作用部材と、
　基端側回転部材における制御ハンドルの偏向により末端側の回転可能な部材を介して作
用部材が偏向するように前記基端側の回転可能な部材と、末端側の回転可能な部材とを相
互に連結する制御要素と、
　外科用器具の末端における前記作用部材の軸回りの回転を手動にて制御すべく、外科用
器具の基端に配置され且つ制御ハンドルに対して回転可能なホイール部材と、を備え、
　前記基端側及び末端側の回転可能な部材の少なくとも基端側の回転可能な部材は、曲げ
可能な動作部材を備える、外科用器具。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の外科用器具において、前記末端側の回転可能な部材は、曲げ可能な
部分を備える、外科用器具。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の外科用器具において、前記末端側の回転可能な部材は、回動継手を
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更に備える、外科用器具。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の外科用器具において、前記末端側の回転可能な部材は、曲げ可能な
部分と、回動継手とを備える、外科用器具。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の外科用器具において、前記基端側の回転可能な部材は、回動継手と
、曲げ可能な部分と、を備える、外科用器具。
【請求項１８】
　請求項１３に記載の外科用器具において、前記末端側の回転可能な部材は、回動継手を
備える、外科用器具。
【請求項１９】
　請求項１３に記載の外科用器具において、前記制御要素は、基端側及び末端側の回転可
能な部材を相互に接続するケーブルシステムを備え、前記ケーブルシステムは制御ハンド
ルの偏向により作動されて、作用部材を偏向させる、外科用器具。
【請求項２０】
　請求項１３に記載の外科用器具において、前記回転可能な部材の各々は、任意の方向に
偏向可能である、外科用器具。
【請求項２１】
　請求項１３に記載の外科用器具において、作用部材は、制御ハンドルの回転方向と反対
方向に回転する、外科用器具。
【請求項２２】
　請求項１３に記載の外科用器具において、作用部材は、制御ハンドルと同一の方向を向
く、外科用器具。
【請求項２３】
　請求項１３に記載の外科用器具において、細長い器具の軸は、実質的に剛性である、外
科用器具。
【請求項２４】
　請求項１３に記載の外科用器具において、細長い器具の軸は、その少なくとも１つの可
撓性セグメントを有する、外科用器具。
【請求項２５】
　請求項１３に記載の外科用器具において、作用部材は、ジョー、グリッパー、クリップ
アプライヤー、ステープラ、電気的焼灼装置、メス、単極ｊ字形フック、吸引装置、潅注
装置、物質の送り込み装置及びカメラから成る群から選ばれる、外科用器具。
【請求項２６】
　請求項１３に記載の外科用器具において、細長い器具の軸の軸方向への平行移動を制御
するリニアアクチュエータを有する、外科用器具。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の外科用器具において、リニアアクチュエータを制御し得るよう制御
ハンドルにおける入力装置を有する、外科用器具。
【請求項２８】
　請求項１３に記載の外科用器具において、前記基端側の回転可能な部材は、単一体構造
の曲げ可能な部分である、外科用器具。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の外科用器具において、前記曲げ可能な部分は、曲線状の曲げ動作を
可能にするように一連のリブの間に形成されたスリットを備える、外科用器具。
【請求項３０】
　請求項１３に記載の外科用器具において、前記作用部材はカメラを備える、外科用器具
。
【請求項３１】
　請求項１３に記載の外科用器具において、前記作用部材は外科用ツールを備える、外科



(4) JP 4912150 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

用器具。
【請求項３２】
　請求項１３に記載の外科用器具において、末端側の曲げ可能な部材を制御するアクチュ
エータを備え、前記アクチュエータを制御する、外科用器具の基端のトルク感知部材を有
する、外科用器具。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の外科用器具において、前記制御要素は、アクチュエータと末端側の
曲げ可能な部材とを相互に接続するケーブルシステムを備え、前記アクチュエータは、加
えられたトルクにより制御されて制御ハンドルを偏向させる一方、該制御ハンドルは、末
端側の曲げ可能な部材を偏向させる、外科用器具。
【請求項３４】
　請求項１３に記載の外科用器具において、作用部材の少なくとも１自由度を駆動すべく
前記ハンドルから制御される電気機械式アクチュエータを有する、外科用器具。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の外科用器具において、ハンドルのピッチ、ヨー、回転又はグリップ
動作の少なくとも１つが、電位差計又はエンコーダのようなそれぞれの回転センサにより
測定され、動作コントローラは、ハンドルの位置情報に基づいてアクチュエータに命令を
送る、外科用器具。
【請求項３６】
　請求項３４に記載の外科用器具において、作用部材はツールを備え、アクチュエータは
、ツール及びツール作動の少なくとも１つの動作を制御する多数のアクチュエータを備え
る、外科用器具。
【請求項３７】
　請求項３６に記載の外科用器具において、アクチュエータは、ツールの軸回りの回転を
制御する、外科用器具。
【請求項３８】
　請求項３７に記載の外科用器具において、他方のアクチュエータは、ツールのピッチ及
びヨーを制御する、外科用器具。
【請求項３９】
　請求項１３に記載の外科用器具において、末端側の軸方向回転継手を制御する基端側の
軸方向回転継手を有する、外科用器具。
【請求項４０】
　請求項３９に記載の外科用器具において、基端側の軸方向回転継手は、基端側の回転可
能な部材と器具の軸との間にあり、末端側の軸方向回転継手は、末端側の回転可能な部材
と器具の軸との間にある、外科用器具。
【請求項４１】
　請求項３９に記載の外科用器具において、基端側の軸方向回転継手は、基端側の回転可
能な部材と制御ハンドルとの間にあり、末端側の軸方向回転継手は、末端側の回転可能な
部材と作用部材との間にある、外科用器具。
【請求項４２】
　請求項１３に記載の外科用器具において、回転可能な部材の各々は、単一体の曲げ可能
な動作部材を備え、前記基端側の動作部材は、前記末端側の動作部材よりも大きい、外科
用器具。
【請求項４３】
　請求項１３に記載の外科用器具において、器具の軸に対する位置にて基端側の回転可能
な部材を保持すべく器具の基端に係止機構を有する、外科用器具。
【請求項４４】
　請求項４３に記載の外科用器具において、基端側の回転可能な部材は、作用部材の向き
を変化させ得るようその通常の向きから１８０°軸回りに回転可能である、外科用器具。
【請求項４５】
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　請求項１３に記載の外科用器具において、前記基端側及び末端側の回転可能な部材の双
方は、曲げ可能な動作部材を備える、外科用器具。
【請求項４６】
　請求項４５に記載の外科用器具において、前記曲げ可能な動作部材の各々は、任意の方
向に偏向可能である、外科用器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、外科用器具、より具体的には、最小侵襲性外科手術にて使用す
ることを目的とする手操作式外科用器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、市場にて入手可能な内視鏡式及び腹腔鏡式器具は、主としてそれらを使用すると
きの巧みさが欠如するため、操作及び使用方法を覚えることが極めて難しい。例えば、外
科手術の間、典型的な腹腔鏡式器具を使用するとき、器具のツールの向きは、標的及び切
開部の位置によってのみ決まり、このことは、しばしばてこ効果と称される。その結果、
縫合、結び及び精密切開のような一般的な作業は、習熟することが難しい課題となってい
る。通常、別個に配置されたノブによりしばしば制御される過剰な関節動作を提供するこ
とにより、この短所を解決するため各種の腹腔鏡式器具が永年に亙って開発されてきた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、こうした形態変更にも拘らず、これらの器具は、依然として外科医が随意に選
んだ任意の向きにて縫合するといったような一般的な作業を行うのを許容するのに十分な
巧みさを提供していない。
【０００４】
　従って、本発明の１つの目的は、外科医が一層の巧みさを以って外科用器具のツール端
部を操作することを許容する腹腔鏡式又は内視鏡式外科用器具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の１つの形態に従い、末端のツールと、該末端のツールを支持する剛性な又は可
撓性の細長い軸と、基端側ハンドルすなわち制御部材とから成り、ツール及びハンドルは
、回動可能又は曲げ可能な動作部材を介して細長い軸のそれぞれの末端及び基端に連結さ
れた、内視鏡式又は腹腔鏡式器具が提供される。ツール及びツール動作部材は、任意の方
向に向けた細長い軸に対するハンドルの動きが軸の末端にてツールにより再現されるよう
な要領にてケーブル及び押しロッドを介してハンドル及びハンドル動作部材に連結される
。ハンドルの動きに対するツールの動作の大きさは、ツール動作部材に対するハンドル動
作部材の寸法に依存して調節することができる。
【０００６】
　本発明において、ツール動作部材の１つの実施の形態は、任意の随意の角度にて曲がり
、これにより２°の自由度を提供する曲がり部分である一方にて、別の実施の形態の形態
において、ツール動作部材は、単一面の曲げ可能部分と、回動継手との組み合わせから成
っている。更に別の実施の形態において、動作部材は、互いに直交状態に向き決めされた
２つの回動継手から成っている。動作部材が２°の自由度を提供するこれらの実施の形態
に加えて、巧みさが必要とされない状況において、動作部材は、回動可能又は曲げ可能な
何れかにて１°の自由度のみとすることができる。
【０００７】
　本発明の別の形態に従い、主として、最小侵襲性外科手術にて使用し得るようにされた
手操作式外科用器具が提供される。該器具は、基端及び末端を有する細長い器具の軸と、
基端の回転可能な部材と、基端の回転可能な部材を介して細長い器具の軸の基端に連結さ
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れた制御ハンドルと、末端の回転可能な部材と、末端の回転可能な部材を介して細長い器
具の軸の末端に連結された外科用ツールと、基端の回転可能な部材における制御ハンドル
の偏向により末端の回転可能な部材を介して外科用器具が偏向するよう基端の回転部材と
末端の回転部材との間を相互に接続する伝動要素とを備えている。
【０００８】
　本発明の更に別の形態に従い、主として最小侵襲性外科手術にて使用し得るようにされ
た手操作式外科用器具が提供される。該器具は、基端及び末端を有する細長い器具の軸と
、器具の軸の末端に配置されたツールと、器具の軸の基端から配置された制御ハンドルと
を備えている。ツールは、第一の可動部材を介して細長い器具の軸の末端に連結されてい
る。ツールハンドルは、第二の可動部材を介して細長い器具の軸の基端に連結されている
。制御ハンドルが第二の可動部材を介して細長い器具の軸に対して動くことにより、ツー
ルは、これに随伴して第一の可動部材を介して細長い器具の軸に対して動く。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　添付図面と共に、以下の詳細な説明を読むことにより、本発明による多数の他の特徴及
び有利な効果が明らかになるであろう。
【００１０】
　図１及び図２には、本発明の１つの実施の形態のそれぞれ側面図及び頂面図が示されて
いる。ツール及びハンドル動作部材の双方は、任意の方向に曲げ可能であり、また、これ
らは、ツール動作部材がハンドル動作部材と反対方向に曲がり、これによりツールが常に
ハンドルと全体として同一の方向を向くような感覚を生じさせるような要領にてケーブル
を介して互いに接続される。図１及び図２には、ピッチ動作及びヨー動作のみが作動され
たときの側面図及び頂面図のみが示されているが、ハンドル動作部材は、任意の方向に曲
がってツール動作部材を作動させ、直接対向した方向及び同一の平面内にて曲がるように
することができることを理解すべきである。この場合、これらの動作部材は、回転可能な
部材とも称する。更に、回転継手から成る機構と相違して、曲げ可能な動作部材は、何ら
特定せずに任意の方向に曲がることができる。その結果、図３に示すように、外科医は、
単に、偏心状態にて縫合するのに望ましい動作である、ハンドルを回すだけで器具のツー
ル１８をその長手方向軸線１１の回りで回すことができる。
【００１１】
　図１ないし図３を参照すると、ハンドル動作部材１４と接続するハンドル１２をその基
端にて支持する細長い器具の軸１０から成る器具が開示されている。器具の軸の末端には
、図１に１組みのジョーとして示したツール又はエンドエフェクタ１８に連結するツール
動作部材１６が配置されている。図示した１組みのジョーに代えて、その他の型式のツー
ルを使用することも可能であることが理解される。
【００１２】
　図１及び図２において、１つの位置が実線の外形線で、また、別の位置が破線の外形線
で示されている。これら２つの異なる位置は、ハンドル１２の動作を示す両方向の動作矢
印７及びツール１８の相応する動作を示す両方向の動作矢印８によっても示されている。
【００１３】
　本明細書に記載した説明において、「曲げ可能な部分」、「曲げ可能なセグメント」、
「曲げ可能な動作部材」又は「回転可能な部材」という語は、回動する要素（継手）と比
較して制御可能に曲げることのできる器具の１つの要素を意味する。本発明の曲げ可能な
要素は、何ら特異性（ｓｉｎｇｕｌａｒｉｔｙ）なしに何ら特定せずに任意の方向に曲が
ることができ且つ、任意の方向に容易に曲がる能力を更に特徴とし、全て単一の又は単一
物の構造体を有する器具を製造することを可能にする。これらの曲げ可能な動作部材の定
義は、制御手段又は被制御手段の何れかとして形成され、張力又は圧縮力により規制し、
何ら鋭角な中断又は角度を伴わずに、直線から湾曲した形態に変化することができる器具
の要素である。
【００１４】
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　図３には、制御ハンドル１２とツール１８との間、及びそれぞれの動作部材１４、１６
の間の相互作用により可能とされる器具の回転も示されている。器具の軸は、腹腔壁２０
の切開部又は孔２２を通じて配置される状態にて示されている。
【００１５】
　この回転動作は、軸線９の回りにてハンドル１２が回り又は回転して円形矢印２６で示
した軸線１１の回りにてツール１８の相応する回り又は回転を生じさせる状態を示す矢印
２４を含む一連の円状矢印にて図３に示されている。同様に、器具の軸１０は、図２３に
矢印２８で示すように、同時に回転する。
【００１６】
　次に、図１ないし図３に開示された実施の形態における内部ケーブル巻き方法を示す図
４を参照する。図４において、同様の要素を表示するため、図１ないし図３と同一の参照
符号を使用する。制御ケーブル３０Ａ、３０Ｂは、器具の軸１０の長手方向軸線に沿って
互いに平行に伸びており、また、これらのケーブルは、それぞれハンドル及びツール動作
部材の基端及び末端にて終わっている。この端末状態は、図４にて各点２９に示されてお
り、また、ケーブルが各端部にてそれぞれのハンドル及びツールの構造体に固定される位
置を表す。２つの動作部材の制御ケーブル３０Ａ、３０Ｂのみが図４に示されているが、
ツール動作部材を任意の方向に作動させるため、３つ又はより多数のケーブルを使用する
ことが好ましいことを理解すべきである。
【００１７】
　図４に一例として示すように、ハンドル動作部材１４を上方に曲げることにより、ハン
ドル１２が上方に傾くと、ケーブル３０Ａが弛緩している間、ケーブル３０Ｂの基端は引
っ張られる。その結果、ケーブル３０Ｂの末端は短くなり、ツール動作部材１６は下方に
曲がり、その結果、図４に示すように、ツール１８は下方ピッチング動作を行う。
【００１８】
　動作制御ケーブル３０Ａ、３０Ｂに加えて、図４には、また、動作部材１４、１６及び
細長い軸１０の中心を貫通して伸び、ツールの作動が動作部材の曲げ動作から切り離され
るようにするツールの作動押しロッド３２も示されている。ツール及びハンドルの動作部
材１４、１６を貫通して伸びる押しロッド３２の部分は曲げる必要があるため、ロッド３
２は、多少可撓性でなければならず、また、これらの部分が屈曲するのを防止するため、
これらの部分は、導管又は通路内に封じ込められることが好ましい。図２１ないし図２３
のより詳細な実施の形態を参照するとよい。これと代替的に、曲げる必要のない押しロッ
ド３２の部分は、該押しロッドの屈曲を防止し得るよう補強することができる。押しロッ
ド３２の基端及び末端は、押し－引張り（プッシュ・プル）ロッド及びジョー機構にそれ
ぞれ接続される（図７Ａないし図７Ｄに図示）。
【００１９】
　図４に示すような曲げ可能なハンドル及びツール動作部材１４、１６は、多数の異なる
実施の形態にて構成することができる。例えば、２°の自由度（ＤＯＦ）曲げ動作部材を
示す、２つの可能な実施の形態の図について図５Ａ、及び図５Ｂを参照するとよい。図５
Ａには、中央コラム１７の回りに位置された交番的なリブ１３及びスロット１５を有する
リブ付き構造体が示されている。押しロッド３２は中央コラム１７の中心に配置されてい
る。制御ケーブル３０Ａ、３０Ｂはリブ１３の外側部分を貫通して伸びている。
【００２０】
　図５Ｂには、その中央部に押しロッド３２を受容する中央コラム１７Ａを有するベロー
ズ構造体１３Ａが示されている。制御ケーブル３０Ａ、３０Ｂがベローズ構造体１３Ａを
貫通して伸びている。図５Ａ及び図５Ｂの双方の場合、また、図５Ｃの断面図に示すよう
に、動作制御ケーブル３０は、外端縁に沿って伸びる一方、押しロッド３２は、中央コラ
ム１７に沿って中心決めされている。多少可撓性の押しロッド３２に対する導管として機
能する中央コラム１７は、動作ケーブルの経路の全長を一定に保ち得るよう長手方向に相
対的に剛性（高縦強度）である一方、曲がりに対する側方向可撓性を維持する。改良され
た側方向可撓性及び縦／捩れ剛性が得られるよう、曲げ動作部材の構造体に対し多岐に亙
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る幾何学的形態が採用可能であることを理解すべきである。
【００２１】
　図６には、細長い器具の軸に対するハンドルの軸方向向きが変化する、本発明の別の実
施の形態が示されている。この実施の形態において、外科医は、外科手術の前又は外科手
術の間、ハンドルの係止を解除し、軸方向に回し、次に、細長い器具の軸に再係止するこ
とができる。図６において、同様の要素を示すため図４と同一の参照番号が使用してある
。図６に関し、ハンドル動作部材１４と接続するハンドル１２をその基端にて支持する細
長い器具の軸１０から成る器具が開示されている。器具の軸の末端には、１組みのジョー
として示したツール又はエンドエフェクタ１８に連結するツール動作部材１６が配置され
ている。図６において、ハンドルが回転しているため、制御ケーブル３０Ａ、３０Ｂは交
差した向きに示されている。また、図４にて上記に示したように、ケーブルの端部に端末
部が使用されている。
【００２２】
　図６に示すように、ハンドル動作部材１４は、図４にて上記に示したように、その通常
の向きから１８０°軸方向に回転させることができる。この状態は、回転及び係止部材３
５Ａの回りに延在する状態で示した回転矢印３５により図６に示してあり、該回転及び係
止部材３５Ａは、矢印３５Ｂの方向に摺動して細長い軸１０に対するハンドルの動作部材
１４の軸方向への向きを係止し且つ係止解除する。その結果、ハンドルが上方に傾動する
と、ケーブル３０Ｂに代えてケーブル３０Ａが引っ張られ、このため、図６に示すように
、ツールを下方ではなくて上方にピッチングさせる。この特徴は、外科医の手が不便な位
置にあるとき、極めて有用である。
【００２３】
　図７Ａないし図７Ｄには、本発明と共に採用することができる押し－引張りジョー及び
ハンドル機構の幾つかの実施例が示されている。例えば、図７Ａ及び図７Ｂには、４つの
バー機構に基づくものと、カム作用スロット機構に基づくもう一方という、２つのジョー
構造体が示されている。図示した実施の形態に加えて、本発明の器具のツール端部に対し
多岐に亙る同様の押し－引張り又はその他の機構を容易に適応させることができる。例え
ば、ステープラ又はクリップアプライヤーツールを本発明に適応させることができる。上
述したツールの形態に加えて、単極、双極及び電気焼灼ツールのようなエネルギ提供ツー
ル及びメス又は単極ｊ字形フックのような非作動型ツールを容易に採用することができる
。また、器具の作用端部は、手術箇所を視認するためカメラを支持することができる。
【００２４】
　図７Ａには、押しロッド３２から作動され且つ、ジョーの軸線１９にてジョー１８Ａに
連結する４つのバー機構３６が概略図的に示されている。図７Ｂには、押しロッド３２か
ら作動され且つ、ジョー装置１８Ｂに連結するカム作用スロット機構３８が概略図的に示
されている。その何れの場合でも、両方向矢印３７で示した押しロッド３２の直線状の平
行移動は、ジョーの開放及び閉塞を制御する。
【００２５】
　同様に、図７Ｃ及び図７Ｄには、図７Ｃに示したバー機構４２を含む掌把持インライン
ハンドル４０と、図７Ｄに示したピストルグリップハンドル４４という、一般的な押し－
引張りハンドルの設計による２つの実施例が示されている。この場合も、多岐に亙る同様
の押し－引張りハンドルの設計を採用することができる。図７Ｃには、押しロッド３２を
作動させるためハンドル４０から制御されるバー機構が示されている。図７Ｄには、押し
ロッド３２を制御するピストルグリップハンドル４４が示されている。両方向矢印４１は
、押しロッドにてハンドルの制御により生じる動作が示されている。図７Ｃ及び図７Ｄに
は、相応するツールの動作を容易にするベローズ型リスト１４Ａ、１４Ｂもそれぞれ示さ
れている。
【００２６】
　図８Ａ、図８Ｂ及び図８Ｃには、ツール動作部材が互いに直交状態に向き決めされた２
つの回動可能な継手（ピッチ及びヨー軸線）から成る一方、ハンドル動作部材が上記に説
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明した実施の形態におけるように任意の方向に向けて曲げ可能である、本発明の別の実施
の形態が示されている。この実施の形態は、ジョーの把持動作及びピッチ動作の双方を提
供するため、ツールのジョーの各々による独立的なピッチ動作を利用し、このため、この
実施の形態は、図８Ｃに示すように、２対のピッチ動作制御ケーブルを使用する。上記の
実施の形態におけるように、ハンドルが上方／下方の方向に傾動することにより、ツール
のそれぞれの下方ピッチング／上方ピッチングが生じ（図８Ａ）、また、ハンドルの側方
向への動作の結果、ツールのヨー動作が生じる（図８Ｂ）。任意の１つの時点における動
作は、通常、ピッチ動作とヨー動作との組み合わせである。
【００２７】
　図８Ａないし図８Ｃに関して、ハンドル動作部材５４と接続するハンドル５２をその基
端にて支持する細長い器具の軸５０から成る器具が開示されている。器具の軸の末端には
、１組みのジョーとして示したツール又はエンドエフェクタ５８に連結するツール動作部
材５６が配置されている。図示した１組みのジョーに代えてその他の型式のツールを使用
することも可能であることが理解される。図８Ａの側面図、図８Ｂの平面図には、上述し
た以前の実施の形態におけるように、曲げ可能である（曲げ可能な部分又はセグメント）
としてハンドル動作部材が示されている。しかし、ツール動作部材５６は、互いに対し直
交状態に向き決めされた２つの別個の回動継手から成る一方、ハンドル動作部材は任意の
方向に曲げ可能である。ヨー回動継手はヨー回動軸線５５に画成される一方、ピッチ回動
継手はピッチ回動軸線５７に画成され、その一方は他方に対し直交状態に配置されている
。この実施の形態は、図８Ｃの断面図にて示すように、２対のピッチ動作制御ケーブル５
３と、１対のヨー動作制御ケーブル５１とを使用する。
【００２８】
　図９Ａ及び図９Ｂには、以前の実施の形態（図８Ａないし図８Ｃ）におけるように回動
ピッチ継手を有するが、ヨー動作に対する回動継手に代えて曲げ可能な部材５５Ａを有す
るツール動作部材の更に別の実施の形態が示されている。図９Ａ及び図９Ｂに示すように
、曲げ可能な部材５５Ａは、側方面（図９Ｂの紙面）内にてのみ曲がり、ツールのヨー動
作のみを提供する。ピッチ動作制御ケーブル５３は、ヨー動作の曲げ部分５５Ａの中央面
を貫通して伸びており、このため、ジョーのピッチ及びグリップ動作はヨー動作から切り
離される。ピッチ動作制御ケーブル５３は軸線５７における回動動作を制御する。
【００２９】
　図１０Ａは、図８Ａ及び図９Ａの実施の形態と共に使用することができる回動ピッチジ
ョー及び制御ハンドル機構の概略図である。図１０Ｂは、下方ジョーを制御する上方ハン
ドルを示す図１０Ａの機構の概略図である。図１０Ｃは、上方ジョーを制御する下方ハン
ドルを示す、図１０Ａの機構の概略図である。図１０Ｄは、ジョーの中間軸線と、ハンド
ル動作部材が曲がることによる関連した制御状態とを示す、図１０Ａの機構の概略図であ
る。
【００３０】
　図１０Ａ、図１０Ｂ及び図１０Ｃには、１組みのジョーに対するケーブル／ハンドル機
構の一例が示されており、また、この場合、ジョーは、図８及び図９におけるように回動
ピッチ動作を有する。図１０Ａないし図１０Ｃに示すように、２つのジョーキャプスタン
６０と、２つのハンドルキャプスタン６４とがある。図１０Ｂには、キャプスタン６４Ａ
を介して下方ジョー１８Ａを制御する上方ハンドル６６Ａが示されている。これと代替的
に、図１０Ｃには、下方ハンドル６６Ｂがキャプスタン６４Ｂを介して上方ジョー１８Ｂ
を制御する状態が示されている。図１０Ａないし図１０Ｃには、ジョーの各々と関係した
相応するケーブルループ６８も示されている。図１０Ｂには、曲げ可能な部材６５を通っ
てキャプスタン６４Ａの回りを伸びてその制御のためジョーキャプスタン６０Ａに達する
ケーブルループ６８Ａが示されている。図１０Ｃには、曲げ可能な部材６５を通ってキャ
プスタン６４Ｂの回りを伸びジョーキャプスタン６０Ｂに達して該キャプスタンを制御す
るケーブルループ６８Ｂが示されている。
【００３１】



(10) JP 4912150 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

　ピッチ動作制御ケーブルループ６８Ａ、６８Ｂの各々の末端は、ジョーキャプスタン６
０Ａ、６０Ｂにて終わっており、ピッチ動作制御ケーブルループ６８Ａ、６８Ｂの各々の
基端は、ハンドルキャプスタン６４Ａ、６４Ｂにて終わっている。ハンドル６６Ａ、６６
Ｂの各々は、その関係したハンドルキャプスタン６４Ａ、６４Ｂにしっかりと取り付けら
れ、ハンドルキャプスタンは、その摺動部材６３がハンドルの基部６９の長手方向軸線に
沿って直線状動作をするよう規制される４つのバー機構６１を形成するよう配置されてい
る。図１０Ａないし図１０Ｃには、各種の要素の動作が両方向矢印にて示されている。矢
印７０はハンドル動作を示し、矢印７１は直線状のスライダ動作を示し、矢印７２はキャ
プスタンの回転動作を示し、矢印７３はジョーキャプスタンの回転動作により生じるジョ
ーの回転を示す。
【００３２】
　図１０Ｄには、図１０Ａの実施の形態が示されており、その中心線７０Ａにおけるハン
ドルの動作、その中心線７３Ａにおけるジョーの相応する動作が示されている。ジョーの
中心線７３Ａのピッチング動作又は回転は、ハンドル動作部材６５の上方／下方曲げ動作
により制御される。中心線７０Ａに対するハンドル６６Ａ、６６Ｂの開放及び閉塞は、図
１０Ｄに示すように、ジョーの中心線７３Ａに対するジョーの開放及び閉塞を制御する。
【００３３】
　上述した実施の形態は、任意の方向に曲げ可能であるハンドル動作部材の構成を採用し
ている。しかし、多岐に亙るツール動作部材が採用可能であるから、その他の型式のハン
ドル動作を使用することもできる。例えば、図１１Ａ及び図１１Ｂには、ツール動作部材
及びハンドル動作部材の双方に対するヨー動作のみの曲げ部材を有する実施の形態が示さ
れている一方、ハンドルの回動ピッチング動作がツールの回動ピッチング動作を制御する
。
【００３４】
　図１１Ａは、ツール動作及びハンドル動作の双方に対するヨー動作のみの曲げ部材を有
する実施の形態を示す概略図であり、この場合、ハンドルの回動ピッチング動作はツール
の回動ピッチング動作を制御する。図１１Ｂは、図１１Ａに示した器具の平面図である。
図１１Ａ及び図１１Ｂに関して、ハンドル動作部材８４と接続するハンドル８２をその基
端にて支持する細長い器具の軸８０から成る器具が開示されている。ハンドル８２は、両
方向矢印８１で示した方向に動くことができる、携行式鋏型ハンドルとして示されている
。器具の軸８０の末端には、図１１Ａに１組みのジョーとして示したツール又はエンドエ
フェクト８８に連結するツール動作部材８６が配置されている。
【００３５】
　ハンドル動作部材８４は、曲げ可能なセグメント８３と、回動継手８５とを有する２つ
の構成要素とから成るものとみなすことができる。曲げ可能なセグメント８３は、ハンド
ルのヨー動作のみを制御し得るようその動作が制限される。このヨー動作は図１１Ｂに両
方向矢印８１Ａにより示してある。ピッチ動作は、回動継手８５の回りの動作として規定
される。このピッチ動作は、図１１Ａに両方向矢印８１で示されている。同様に、器具の
末端にてツール動作部材８６は、曲げ可能なセグメント８７と、回動継手８９とを有する
２つの構成要素から成るものとみなすことができる。曲げ可能なセグメント又は部分８７
は、ツールのヨー動作のみを制御し得るよう動作が制限される。このヨー動作は図１１Ｂ
に両方向矢印９１Ａにて示されている。ピッチ動作は回動継手８９の回りの動作として規
定される。このピッチ動作は図１１Ａに両方向矢印９１にて示されている。図１１Ａ及び
図１１Ｂには、ピッチ及びヨーの双方に対する制御ケーブルも示されている。これらは、
ピッチ動作制御ケーブル９２及びヨー動作制御ケーブル９３として示されている。ジョー
の各々に１つずつ、１対のヨー動作制御ケーブルと、２対のピッチ動作制御ケーブルとが
存在することが好ましい。
【００３６】
　図１２及び図１３に示すように、その他のツール及びハンドル動作継手の組み合わせを
考えることもできる。これらの図面には、ハンドル動作部材１０４と接続するハンドル１
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０２をその基端にて支持する細長い器具の軸１００から成る器具が開示されている。双方
の実施の形態において、ハンドル１０２は、両方向矢印１０１で示した方向に向けて動か
すことができる携行式鋏型のハンドルとして示されている。図１２ないし図１４に１組み
のジョーとして示した、ツール又はエンドエフェクタ１０８に連結するツール動作部材１
０６が器具の軸１００の末端に配置されている。
【００３７】
　図１２には、１つの回動ツール動作継手１０６Ａと、１つの曲げ可能な部分１０６Ｂと
、２つの回動ハンドル動作継手とから成るツール及びハンドル動作部材１０６、１０４を
有する１つの実施の形態が示されている。図１３には、２つの回動ツール動作継手１０９
と、ハンドルにおける１つの曲げ可能な部分１０４Ａと、１つの回動ハンドル動作継手１
０４Ｂとを有する１つの実施の形態が示されている。
【００３８】
　このように、上述した実施の形態は、細長い軸が剛性であるとして示してあるが、本発
明のその他の実施の形態において、軸は、細長い可撓性の軸とすることができる。かかる
実施の形態の１つが図１４に示されている。可撓性の細長い軸部分１１０は、図１４に参
照番号１１３で示した解剖学的通路又は体腔の形状に相応する全体として受動型である。
ハンドル動作部材１１４と接続するハンドル１１２をその基端にて支持する細長い可撓性
の器具の軸１１０から成る器具が開示されている。可撓性である器具の軸１１０の末端に
は、図１４に１組みのジョーとして示したツール又はエンドエフェクタ１１８に連結する
ツール動作部材１１６が配置されている。
【００３９】
　更に、図１５に示すように、多数の動作部材が細長い軸の長さに沿って配置され、ツー
ルの多数形態の制御動作を可能にする実施の形態とすることも可能である。図１５にて、
図１４にて使用したものと同一の参照符号の幾つかが使用されている。このように、この
実施の形態は、ハンドル動作部材１１４と接続するハンドル１１２をその基端にて支持す
る細長い可撓性の器具の軸１１０を有している。器具の末端には、図１５に１組みのジョ
ーとして示したツール又はエンドエフェクタ１１８に連結するツール動作部材１１６が配
置されている。図１５には、可撓性の部分１１０の両端にて直接追加された曲げ可能な部
分と、曲げ可能なセグメント又は曲げ可能な動作部材１１７、１１９とが示されている。
部材１１６、１１７間の相互の接続も可撓性の部分とすることができる。同様に、部材１
１４、１１９の間の相互接続部を可撓性の部分とすることができる。ハンドル動作部材１
１４、１１９は、ツール動作部材１１６、１１７の動作を制御し得るようケーブルを取り
付けることができ、又はその逆にすることができる。
【００４０】
　下方ＧＩ方法におけるような幾つかの適用例において、細長い軸は、多数の点にて曲げ
ることができ、軸の回りにての軸方向回転動作の伝動が困難なことがある。かかる場合、
図１６に概略図的に示したトルク伝動機構を採用することがより効果的である。図１６に
は、ツール端部１２０と、制御ハンドルの端部１２２とを有する軸方向回転伝動機構が概
略図的に示されている。ハンドルの端部１２２における回転は、ツールの端部１２０にお
ける器具の同様の回転に変換される。この回転は、それぞれの矢印１２１、１２３にて示
されている。
【００４１】
　図１７Ａ、図１７Ｂには、図１６の概略図の着想を利用する本発明の器具の実施の形態
が示されている。図１７において、図１４にて使用したものと同一の参照符号の幾つかが
使用されている。このため、この実施の形態は、ハンドル動作部材１１４と接続するハン
ドル１１２をその基端にて支持する細長い可撓性の器具の軸１１０を有している。器具の
末端には、図１７Ａ、図１７Ｂに１組みのジョーとして示したツール又はエンドエフェク
タ１１８に連結するツール動作部材１１６が配置されている。図１７Ａに示した実施の形
態において、部分１１０の基端とハンドル動作部材１１４との間に軸方向回転継手１１１
があり、また、同様に、部分１１０のより末端とツール回転部材１１６との間に軸方向回
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転継手１１５がある。他方、図１７Ｂに示した実施の形態において、軸方向回転継手１１
１がハンドル動作部材１１４とハンドル１１２との間に配置される一方、軸方向回転継手
１１５がツール動作継手１１６とツール１１８との間に配置される。その双方の場合、こ
れらの軸方向回転継手は相互に接続され、このため、継手１１１の回転により継手１１５
がこれに相応して回転する。細長い可撓性の軸１１０はそれ自体が軸方向に回転しないこ
とが好ましい。図１７Ａ、図１７Ｂに示した軸方向回転継手１１１、１１５は、剛性な器
具の軸と共に使用することもできる。更に、可撓性部分１１０は、解剖学的体腔を非外傷
的に通り得るようにすることができる。
【００４２】
　グリップを介してのツールの動作及び作動は、図１８、図１９に概略図的に示したよう
な電気モータの如きアクチュエータによって制御することもできる。図１８に示した実施
の形態において、ツール動作制御ケーブル１２４及びグリップ作動ロッドは、ハンドル動
作部材及び関係したハンドルにより直接駆動することに代えて、細長い軸１２６の基端の
側部に取り付けられた電気モータ１２５により駆動される。ハンドルのピッチ、ヨー及び
回転動作は、電位差計又はエンコーダのようなそれぞれの回転センサにより測定され、オ
ンボード（ｏｎ－ｂｏａｒｄ）動作コントローラ（図示せず）は、ハンドルの位置の情報
に基づいて適宜な命令をモータに送る。完全に機械的な解決策の特徴に加えて、この実施
の形態は、継手の動作の調節、振動の減少などのような追加的な有利な効果も提供する。
図１８の電気モータ装置は、器具のハンドル端部の回転センサを使用して図１７に示すよ
うな軸方向回転を制御することもできる。この場合、モータからのケーブルが図１７の継
手１１５のような末端の軸方向回転を制御することになろう。
【００４３】
　１つの代替的な実施の形態として、図１９には、モータ１２８が可撓性の導管を通って
移動する機械的ケーブル１２９を介してハンドルから離れた位置に配置された配置状態が
示されている。この実施の形態の主たる有利な効果は、重量が軽いこと、また、一群のモ
ータに対し多数型式の器具を差込式にて接続することができ、これによりコストの削減が
可能なことである。
【００４４】
　アクチュエータの別の可能な使用状態が図２０に示されている。多数動作部材を実質的
に備える実施の形態において、ハンドル動作部材が曲がり又は回転し易くなるため、前方
／後方への直線動作の実現が困難であり、かかる場合、リニアアクチュエータ１３０を採
用して前方／後方動作を助けることができる。直線状動作を制御するため色々な方法が可
能である。簡単な方法は、トグルスイッチ又はボタンのような入力装置を使用するもので
ある。多少より複雑な方法は、細長い軸又はリニアアクチュエータのキャリッジに取り付
けられた力感知要素を作用して、外科医によって加えられた前方／後方への力を検出する
ことである。この場合、動作コントローラが力の情報を使用してリニアアクチュエータに
適宜に命令する。
【００４５】
　図２１ないし図２３には、図１ないし図５に関して説明した実施の形態の詳細が示され
ており、この場合、ツール及びハンドル動作部材１５０、１５１の双方は任意の方向に曲
げ可能である。動作部材１５０、１５１は、細長い剛性な軸１５２を通って伸びるケーブ
ルを介して互いに接続され、ツール動作部材が図２１に示すように、ハンドル動作部材の
反対方向に曲がるようにする。図２１Ａ、図２１Ｂ、図２１Ｃは、ハンドル及びツールが
異なる位置にある器具を示す別個の図である。図２１Ａには、互いに整列して配置され且
つ、長手方向軸線１５０Ａと整列して配置されたハンドル及びツールが示されている。図
２１Ｂ及び図２１Ｃには、ハンドル及びツールの偏心動作が示されている。図２１Ｂには
、相応するツールが軸線１５０Ａに対して下方に曲がる間、上方に曲がることができるハ
ンドル１５４が示されている。図２１Ｃには、相応するツールが軸線１５０Ａに対して上
方に曲がる間、下方に曲がることのできるハンドル１５４が示されている。勿論、図２１
の全ての図面において、動作は、紙面内に又は紙面外にて（ピッチ及びヨーの双方の方向
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に）生じるようにしてもよい。
【００４６】
　図２１において、図示したエンドエフェクタ１５３は針ホルダジョーセットであるが、
その他の型式のツールを使用することも可能であることを理解すべきである。同様に、イ
ンラインハンドル１５４が図面に示されているが、該ハンドルは同様に、その他の型式の
ハンドルにて容易に置換することができる。異なる型式のハンドルは、開放ばね、指ルー
プ、ロックを備え又は備えないものとし、又は、１つ又は２つのハンドルバー、インライ
ングリップに代えてピストルグリップ又はその色々な組み合わせを備えるものとすること
ができる。
【００４７】
　図２１において、ハンドル動作部材１５１は、全体としてツール動作部材１５０よりも
大径であることが分かる。この配置とすることが好ましいが、これらの直径は、同一とし
又はそれらの間にて色々なその他の寸法上の関係を有するものとしてもよい。好ましい実
施の形態において、曲げ可能な部分１５０、１５１は、スロット付きの形態として示され
ているが、これらは、上述したベローズ構造のようなその他の形態としてもよい。部材１
５０、１５１の双方は、単一のプラスチック片で出来た単一体部材であることが好ましい
。
【００４８】
　図２２Ａ、図２２Ｂ、図２２Ｃには、細長い剛性な軸１５２の末端に配置されたツール
又はエンドエフェクタ１５３と、ツール動作部材１５０とが更に示されている。図２２Ａ
には、ツール動作部材１５０が僅かに曲がったツール部分の斜視図が示されている。曲げ
可能な動作部材１５０及び剛性な軸１５２の末端は、動作制御ケーブル１５５及びツール
作動押しロッド１５６を受け入れるものとして示されている。ツール１５３は、ツール動
作部材１５０の末端にしっかりと固定されており、また、同様に、ツール動作部材１５０
の基端は、剛性な軸１５２の末端にしっかりと固定されている。
【００４９】
　針ホルダ（ツール１５３）は、その把持力を増し得るように開く１つのジョーのみを有
しているが、ツールには、開くことのできる２つのジョーを設けることも可能である。底
部ジョー１６１はジョーヨーク１６６の一部であり、このため、該底部ジョーはヨークに
対して動くことができない。押しロッド１５６の動きによりピン１６４はヨーク１６６内
でスロット１６５に沿って動き、また、その結果、頂部ジョー１６２はピン１６７の回り
で動き又は回動する。
【００５０】
　次に、図２２Ｂに示したツール部分の断面図について説明する。押しロッド１５６は、
ツール動作部材１５０を貫通する部分のロッド１５７にて可撓性である一方、剛性な軸１
５２の内部に位置する部分は剛性であることが好ましい。可撓性の押しロッド１５７は、
剛性な押しロッド１５６と固定状態に連結されている。動作制御ケーブル１５５及び剛性
な押しロッド１５６は、分離体１５８により又は該分離体１５８を通ってそれらの経路に
沿って案内され、動作制御ケーブル１５５の末端は箇所１６０にて終わっている。押しロ
ッド１５７の可撓性部分は、ツール動作部材１５０及びジョーヨーク１６６の中心を貫通
し、該部分は、端末ブロック１６３に固定状態に連結されることで終わる一方、該ブロッ
クは、カム作用スロット１６５（ジョー１６１）、１６９（ジョー１６２）に沿って縦断
するピン１６４を保持している。
【００５１】
　ツール動作部材の縦強度を増大させるため、ＰＥＥＫ（ポリエチレンプラスチック）の
ような剛性な材料で出来た薄肉厚の補強管１５９が使用される。端部板１６８がツール動
作部材１５０と軸１５２との間に配置され、補強管１５９が滑り出るのを防止する。ツー
ル動作部材の材料及び幾何学的形態に依存して、かかる補強管を採用する必要がない場合
もあることを理解すべきである。
【００５２】
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　図２２Ｃには、図２２Ａのツール部分の分解図が示されている。上述したように、動作
制御ケーブル１５５は、箇所１６０にて終わっている。剛性な押しロッド１５６の前進及
び後退動作は、端末ブロック１６３及びピン１６４を底部ジョー１６１のスロット１６５
に沿って動かすことになる。ピン１６４は、また頂部ジョー１６２のスロット１６９内に
入り込むため、ピン１６４の前進及び後退動作は、それぞれ頂部ジョーを開き且つ閉じる
ことになる。ツール作動ロッド１５６は曲げ可能な動作部材の中央に配置される一方、４
つのケーブル１５５は、全方向への曲がりを実現し得るよう直径方向パターンにて配置さ
れている。
【００５３】
　図２２Ｃにおいて、ツール動作部材１５０は、その間に一連のスロット１５０Ｓを画成
し、これらスロットが共に交番的な方向の横断スロットを画成する一連のリブ１５０Ｒか
ら成るものとして示されている。リブ１５０Ｒは、作動ロッド１５６及び管１５９を保持
する中央支持体から伸びている。リブ１５０Ｒは、ケーブル１５５に対する支持構造体を
提供する。図２２Ｃに示した特定の実施の形態において、リブの間には、部材の回りにて
９０°の角度に配置された交互方向のリッジ１５０Ｔの配列がある。ケーブル１５５は、
これらのリッジ１５０Ｔが配置された動作部材１５０の領域を貫通する。
【００５４】
　図２３Ａ、図２３Ｂ、図２３Ｃ及び図２３Ｄには、細長い軸１５２の基端に配置された
ハンドル部分の詳細が示されている。図２３Ａは、ハンドル動作部材１５１が僅かに曲が
ったハンドル部分の斜視図である。図２３Ａにおいて、器具のツール端部に関して上述し
た構成要素と同様の構成要素を識別するため同一の参照符号が使用されている。例えば、
４つの動作制御ケーブル１５５及びツール作動押しロッド１５６はハンドル動作部材１５
１を通って移動する。ケーブル１５５は、ツール動作部材の曲がり動作を制御する一方、
ロッド１５６は、ツールの作動を制御する。ハンドル動作部材１５１の末端は、ハンドル
動作部材カプラー１７１を介して細長い軸１５２の基端に固定状態に接続されており、ま
た同様に、ハンドル動作部材１５１の基端は、ハンドル１５４のハンドル本体１７８に固
定状態に取り付けられている。
【００５５】
　次に、図２３Ｂに示したようなハンドル部分の断面図について説明する。ツール部分と
同様に、ツールを作動する押しロッド１５６は、ハンドル動作部材１５１を貫通する部分
にて可撓性である（可撓性のロッド部分１７３）一方、剛性な軸１５２の内部に配置され
た部分は、剛性であることが好ましい。可撓性部分１７３は、剛性な押しロッド１５６に
固定状態に連結されている。動作制御ケーブル１５５はハンドル動作部材１５１の外端縁
を貫通し且つ、箇所１７５にて終わっている。４つのケーブル１５５は、ツール部分に関
して上述したのと同一の配列にて配置されている（図２２Ｃ参照）。可撓性の押しロッド
１７３は、ハンドル動作部材１５１の中央を貫通し且つ、摺動ブロック１８１にて終わっ
ている。ツール動作部材と同様に、薄肉厚の補強管１７４は、ハンドル動作部材１５１の
中央管腔に配置され、ハンドル動作部材の縦強度を増大させる。端部板１７６がカプラー
１７１とハンドル動作部材１５１との間に配置され、補強管１７４が滑り出るのを防止す
る。ハンドル動作部材の材料及び幾何学的形態に依存して、補強管は不要なこともある。
ハンドルバー１７９を開き且つ閉じることにより、摺動ブロック１８１はハンドルリンク
１８０を介して前方及び後方に動き、それにより、該ハンドルリンクは、ロッド１５６、
１５７、１７３を介してジョーをそれぞれ開き且つ閉じる。ハンドルばね１８２は、ハン
ドルを偏倚させ、針ホルダにとって典型的であるように、通常開いているようにする。そ
の他の型式のジョーの場合、偏倚ばねを有することが望まれることはない。
【００５６】
　図２３Ｃには、器具のハンドル部分が更に示されている。動作制御ケーブル１５５はハ
ンドル動作部材１５１の外端縁に配置され且つ、箇所１７５にて終わる一方、可撓性の押
しロッド１７３は、その中心にてハンドル動作部材１５１を貫通し且つ、摺動ブロック１
８１にて終わっている。この実施の形態におけるハンドル動作部材１５１の幾何学的形態
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は、図２３Ｄに示すように、ハンドル動作部材の切断図に更に示されている。上述したよ
うに、曲げ可能なツール及びハンドル動作部材は、リブ付き又はベローズ付き構造のよう
な多数の異なる実施の形態にて構成することができる。図２３Ｄには、ハンドル動作部材
１５１の好ましい実施の形態が示されている。ツール動作部材１５０に対し実質的に同一
の構造が示されている。
【００５７】
　図２３Ｄには、動作部材が高縦強度となるよう連続的な中央領域を維持しつつ、動作部
材が任意の方向に曲がるのを許容し得るよう横断方向に伸びる交番的なスロット１８３Ａ
、１８３Ｂを有するものとして曲げ可能な動作部分が示されている。図２３Ｄには、動作
部材がその間に一連のスロット１９０Ｓを画成する一連のリブ１９０Ｒから成るものとし
て示されている。リブ１９０Ｒは、作動ロッド１７３及び管１７４を保持する中央支持体
から伸びている。リブ１９０Ｒは、ケーブル１５５の支持構造体を提供する。図２３Ｄに
示した特定の実施の形態において、リブの間には、交番的なスロットを画成し且つ、部材
の回りにて交番的に９０°の間隔にて交互方向に配置されたリッジ１９０Ｔの配列が存在
する。ケーブル１５５は、これらのリッジ１９０Ｔが存在する動作部材１５１の領域を貫
通する。更に別の代替的な実施の形態において、交互方向に配置したリッジ１９０Ｔは、
リブ１９０Ｒ及びスロットのみが残るよう除去することができる。更に別の代替的な実施
の形態において、交互方向に配置したリッジ１９０Ｔは、例えば、６０°の間隔のような
異なる間隔角度にて交番的に配置してもよい。
【００５８】
　図２１ないし図２３に示した器具を操作して外科的処置を実行するときの要領に関して
説明する。例えば、図２１には、器具の異なる位置が示されている。これらの可能な動作
は、外科医がハンドルを把持し且つ、ハンドルを曲げ又は任意の方向に向けて垂直に回す
ことにより行なわれる。例えば、図２１Ｃに関して、ハンドルは、回し又は傾動させ、こ
れに相応してツール部分を上方向に向けて回し又は傾動させた状態にて示されている。更
に、ハンドルを軸の回りで回すことにより、外科医は、ハンドルを図２１Ｃに示した面内
にて且つ面外に傾動させ又は回すことができる。外科医による操作方向に依存して、回す
方向と調和して最も近い位置に配置された制御ケーブル１５５が緩み又は撓み、反対側の
ケーブル１５５は締め付けられる。この動作により、図２１に示すように反対方向への回
転が生じる。実質的に締め付けられたケーブルは、ツール端部を反対方向に引く。４つの
ケーブルを提供することにより、ケーブルのハンドル対ツールの動作の四分円の配列は任
意の方向となる。
【００５９】
　本発明の別の実施の形態が、孔２０８にて解剖学的壁２０７を貫通する器具を示す図２
４に示されている。この実施の形態において、ツール動作部材２０５の動きは、部材自体
の動作ではなくて、ハンドル動作部材２０２に加えられたトルクによって制御される。て
こ作用及び長い細長い器具の使用により、外科医は、所期の標的領域にて外科的処置を実
行し得るよう特定の医療方法を行う間、器具のハンドルを広い動作範囲に亙ってしばしば
動かさなければならない。その結果、外科医は、しばしば極めて不便な姿勢となることが
余儀なくされ、また、これらの状況にてツール動作部材を制御するため器具のハンドルを
更に操作することは極めて難しい。
【００６０】
　図２４の実施の形態において、ハンドル２０１は、トルク感知部材２０２を介して細長
い軸２００の基端に配置されており、該トルク感知部材は、回転トルク矢印２０４で示す
ように、外科医により加えられたトルクを連続的に測定する。トルクの測定値に基づいて
、オンボード動作コントローラ（図示せず）は、モータ２０３に対しツール動作部材２０
５を制御する適宜な命令を送る。トルク感知部材２０２は相対的に剛性であり、細長い軸
２００に対するハンドル２０１の動きは、上述した理由のため（外科医の操作を容易にす
るため）最小となる。ツールの作動は、図４に示すようにハンドル２０１自体により手動
で駆動するか、又は図１８におけるようにモータにより電気的に駆動してもよい。モータ
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は、図１９に示すように遠方に配置してもよい。
【００６１】
　図２４の実施の形態において、器具のハンドル端部は、本明細書にて説明した先の実施
の形態と実質的に同一の要領にて操作する。図２４には、器具のハンドル端部の動作方向
、及び図２４の左側に曲げたツール２０６の相応する位置が矢印２０４にて示されている
。図２４において、動作部材２０５がハンドル部材から直接、ケーブルにて駆動されるこ
とに代えて、該動作部材は、制御モータ２０３から連結するケーブルによって駆動される
一方、該制御モータは、トルク感知部材２０２から制御される。本明細書に記載した先の
実施の形態におけるように、図２４に示した器具から全方向への全範囲の動作を得ること
ができる。
【００６２】
　図２５に示した実施の形態において、図２４に示した先の実施の形態の有利な点が図１
ないし図４に示した実施の形態の簡略さと実質的に組み合わされる。図１ないし図４の実
施の形態におけるように、ツール２１５に連結するツール動作部材２１１は、器具の軸２
１０の末端に配置されている。ハンドル２１３は、器具の基端に配置されている。ハンド
ル２１３は、ハンドル動作部材２１２を介して軸２１０に連結し、動作部材２１１、２１
２の双方は、任意の方向に曲げ可能である。しかし、図１ないし図４に示したものに加え
て、図２５の実施の形態は、遥かに大径であり且つ、ツール動作部材２１１よりも側方向
に剛性であるハンドル動作部材２１２を使用することにより、図２４のトルク感知部材２
０２の効果を模擬する。動作部材２１１、２１２間の直径比が大きいため、ハンドル動作
部材２１２の僅かな曲がりによってツール動作部材２１１は相当曲がる。これと同時に、
ハンドル動作部材２１２は側方向に実質的に剛性であるため、ツールを操作する外科医は
、妥当な量のトルクをハンドルに加えてツール動作部材にて所望の動作を生じさせなけれ
ばならない。ハンドル動作部材がかかる側方向剛性が無いならば、ツール動作部材は、過
度に自由に曲がり、このため、制御が難しくなる。
【００６３】
　本発明の更に別の実施の形態が図２６に示されており、ここにおいて、偏心角度にて縫
合するときの重要な動作である、ツール端部をその軸線２３０の回りにて回転させる動作
を簡単にすることにより、器具の使用は更に容易となる。図１ないし図４の実施の形態と
同様に、図２６には、器具の軸２２０、ツール２２３及びハンドル２２４がそれぞれ動作
部材２２１、２２２を介して軸２２０の末端及び基端に配置された器具が示されている。
しかし、図１ないし図４の実施の形態と異なり、この実施の形態において、ハンドル動作
部材２２２は、その基端にて固定状態に取り付けられた回転動作ホイール２２５を有して
おり、該ホイールは、軸線２３２の回りにて且つ、ハンドル２２４に対して両方向矢印で
示すように、軸方向に回転することができる。この動作により、ツール２２３は軸線２３
０の回りにて且つ、両方向矢印２２８で示すように相応して回転する。このため、器具を
操作する外科医は、ハンドル２２４の全体を回さずに、自分の親指にて回転動作ホイール
２２５を回すだけで簡単に器具ツール２２３を回転させることができる。
【００６４】
　更に使用し易くする、本発明の更に別の実施の形態が図２７に示されている。図１ない
し図４の実施の形態に加えて、図２７には、動作部材の係止機構２３４も示されている。
外科的方法を実行する間、器具を操作する外科医は、その所望の向きを維持するため、ハ
ンドル動作部材にトルクを連続的に加える必要がないようにすべく曲げ可能な動作部材の
向きを一時的に係止することを望むであろう。動作部材の係止機構２３４は、係止カラー
２３５と、係止楔止め２３６と、ケーブルガイド２３７とから成るものとすることができ
る。外科医が動作部材の向きを係止しようとするとき、単に係止カラー２３５を矢印２３
８で示した方向に摺動させ、次に、このことは、係止楔止め２３６をケーブルガイド２３
７に対し下方に押し付け、制御ケーブル２３３がその間に挟み込まれるようにする。制御
ケーブル２３３は、挟み込まれたならば、動くことができず、その結果、動作部材２３１
、２３２の向きが固定されよう。動作部材の向きを係止する状態は、係止カラー２３５を
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器具の先端に向けて後方に摺動させることにより解放することができる。
【００６５】
　回動継手又は玉継手のようなその他の機構と異なる、曲げ可能な部分を動作部材に対し
採用することにより、幾つかの改良点が実現される。
【００６６】
　曲げ可能な部材の第一の重要な特徴は、特に、基端側ハンドル動作部材に対して使用し
たとき、その固有の側方向（曲げ）剛性である。接続した配置において、基端側継手は、
切開部の支点と共に、細長い軸と制御ハンドルとの間に配置される。これは、「二重継手
」として振る舞い、また、継手が「自在に」動くならば、器具は、ツールの安定性という
重大な問題点を生じさせることがある。担当外科医が器具のハンドルの制御ハンドルを保
持しつつ、自分の手首を僅かに動かすと想定する。継手が切開部を通る細長い軸のてこ効
果のため、顕著な支持抵抗を与えずに「自在に」動くならば、その結果、器具のツール端
部は、実質的に意図せずに、反対方向に旋回することになる。手術の場が狭い典型的な腹
腔鏡式又は内視鏡式手術において、かかるツールの不安定性のため、ツールは、危険で且
つ、使用不能となる可能性がある。「自在に」動く回動継手又は玉継手と異なり、曲げ可
能な部材は固有の剛性を有し、この剛性は、外科医の手首の動きを安定化させるのに必要
な支持力を提供する作用を果たす。このことは、ツールの動作を安定化させることになる
。曲げ可能な部材の材料及び幾何学的形態を変更することにより、適度な程度の安定性を
選ぶことができる。
【００６７】
　特に、２°の自由度にて曲がるための曲げ可能な部材の第二の重要な特徴は、その曲げ
の均一性である。曲げ可能な部材は任意の方向に均一に曲がることができるため、曲げ可
能な部材は固有の特定性を有さず、その結果、外科医は、縫合のような処置を行うため重
要な動作である、ツールの均一な回転動作を、単に、制御ハンドルを回すだけで生じさせ
ることができる。他方、動作部材が一連の回動継手から成るならば、動作部材は、特定方
向のため固着するのみならず、制御ハンドルの回転の結果、ツールの望ましくない側方向
動作が同様に生じ、外科手術のためのその有用性に影響を与える可能性がある。
【００６８】
　曲げ可能な部材の第三の特徴は、実質的なトルクを軸方向に伝動するその能力である。
適正な材料及び幾何学的形態を選ぶことにより、曲げ可能な部材は、外科手術を行うのに
必要なようにトルクを軸方向に伝動し得る構造とすることができる。他方、玉継手から成
る動作部材は、必要なトルクをハンドルからツール端部まで伝動することはできない。
【００６９】
　曲げ可能な部材の第四の特徴は、該部材が鋭角な曲がり箇所、位置又は回動点を有さず
、その結果、寿命が伸び且つ、高性能となることである。他方、回動継手又は玉継手の何
れも、貫通するツール作動押しロッドの摩擦を増大させ、寿命を短縮し且つ、性能を低下
させる可能性のある、鋭角な隅部を有する。
【００７０】
　曲げ可能な部材の第五の特徴は、製造コスが削減される点である。曲げ可能な動作部材
は、単一本体として射出成形することができ、これによりコストを顕著に削減することが
できる。回動継手又は玉継手は、より多数の部品から成っており、その結果、より高い製
造コストとなる。
【００７１】
　最後に、曲げ可能な部材の第六の特徴は、該部材が特別仕様にて容易に製造することが
可能な点である。曲げ可能な部材の異なる箇所における剛性を変化させることにより、特
定の用途に対してその曲がり形状を最適化することができる。
【００７２】
　本発明は、その好ましい実施の形態に関して特に示し且つ説明したが、当該技術分野の
当業者には、特許請求の範囲が対象とする本発明の範囲から逸脱せずに、形態及び細部の
点にて色々な変更を為すことが可能であることが理解されよう。例えば、本明細書に記載
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した実施の形態は、動作部材の全ての方向への動きを提供するため、主として４つの制御
ケーブルを使用する。代替的な実施の形態において、より少ない数を又はより多数の数の
ケーブルを提供することができる。最も簡単な形態において、曲げ可能な動作部材にて単
一のＤＯＦ動作を提供するため、２つのみのケーブルが使用される。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明に従った外科用器具の概略図の側面図である。
【図２】図１に示した器具の平面図である。
【図３】制御ハンドルの回転及びこれに付随するツール端部の回転を示す、図１の器具の
図である。
【図４】外科用器具にて使用することができるケーブル巻き方法を更に示す、図１に示し
た図と同様の図である。
【図５】５Ａは、リブ付き構造の曲げ可能な部分の概略図である。
【００７４】
　５Ｂは、ベローズ構造の曲げ可能な部分の概略図である。
【００７５】
　５Ｃは、動作制御ケーブル及びツール作動の押しロッドを示す、ツール動作部材の断面
図である。
【図６】ツール動作に対するハンドルが図１に示したものと反対側にある、図１に示した
ものと同様の概略図である。
【図７Ａ】４つのバー機構を採用するツールの押し－引張り装置の概略図である。
【図７Ｂ】カム作用スロット機構を採用するツールの押し－引張り装置の概略図である。
【図７Ｃ】４つのバー機構に基づいて掌グリップを採用するハンドルの押し－引張り機構
の概略図である。
【図７Ｄ】ピストルグリッブハンドルを採用するハンドルの押し－引張り装置の概略図で
ある。
【図８Ａ】ツール動作部材が互いに直交状態に向き決めされた２つの回動継手から成る一
方、ハンドル動作部材は上述した実施の形態におけるように任意の方向に曲げ可能である
、本発明の別の実施の形態に従った外科用器具の概略図の側面図である。
【図８Ｂ】図８Ａに示した器具の平面図である。
【図８Ｃ】動作制御ケーブル及びツールの作動押しロッドを示す、図８Ａのハンドル動作
部材の断面図である。
【図９Ａ】ツール動作部材が先の実施の形態と同様に（図８Ａ）、回動ピッチ継手を備え
、ヨー動作に対する回動継手に代えて曲げ可能な部分を備える、本発明の更に別の実施の
形態に従った、外科用器具の概略図の側面図である。
【図９Ｂ】図９Ａに示した器具の平面図である。
【図１０Ａ】図８Ａ及び図９Ａの実施の形態と共に使用することができる回動ピッチジョ
ー及び制御ハンドル機構の概略図である。
【図１０Ｂ】下方ジョーを制御する上方ハンドルを示す図１０Ａの機構の概略図である。
【図１０Ｃ】上方ジョーを制御する下方ハンドルを示す図１０Ａの機構の概略図である。
【図１０Ｄ】ジョーの中間軸線と、ハンドル動作部材の曲がりにより関連する制御とを示
す図１０Ａの機構の概略図である。
【図１１Ａ】ハンドルの回動をピッチング動作がツールの回動ピッチング動作を制御する
、ツール及びハンドル動作の双方に対してヨー動作のみを有する曲げ部材に対する１つの
実施の形態を示す概略図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａに示した器具の平面図である。
【図１２】１つの回動ツール動作継手、１つの曲げ可能なツール動作部分、２つの回動可
能なハンドル動作継手を有する、１つの実施の形態を示す概略図である。
【図１３】２つのツール動作回動点、１つの曲げ可能な部分及び１つの回動可能なハンド
ル動作部材を有する１つの実施の形態を示す概略図である。
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【図１４】器具の制御端部と作用端部との間にて器具の軸が解剖学的通路又は体腔の形状
に順応し得るよう可撓性である、本発明の更なる実施の形態の概略図である。
【図１５】多数動作部材がツールの多数モード制御動作のため、細長い器具の軸の長さに
沿って配置された、図１４に示したものと同様の概略図である。
【図１６】軸方向トルク回転及び伝動機構が採用される、本発明の別の実施の形態を示す
概略図である。
【図１７Ａ】器具の制御端部及びツール端部の双方にて軸方向回転継手を利用する代替的
な実施の形態を示す、図１６に関する概略図である。
【図１７Ｂ】器具の制御端部及びツール端部の双方にて軸方向回転継手を利用する代替的
な実施の形態を示す、図１６に関する概略図である。
【図１８】ツール動作の制御ケーブル及びグリッブ作動ロッドが、ハンドル動作部材及び
ハンドルにより直接駆動されることに代えて、細長い器具の軸の基端の側部に取り付けら
れた電気モータにより駆動される１つの実施の形態の図である。
【図１９】モータが可撓性導管を通って伸びる機械的ケーブルを介してハンドルから離れ
た位置に配置される構成を示す、図１８に関した代替的な実施の形態の概略図である。
【図２０】前進／後退動作を助け得るようにリニアアクチュエータにより直線状の前進／
後退動作を作動させる、多数動作部材を有する本発明の別の実施の形態を示す概略図であ
る。
【図２１Ａ】ハンドル及びツールがある位置における本発明のより詳細な実施の形態を示
す図である。
【図２１Ｂ】ハンドル及びツールの異なる位置における本発明のより詳細な実施の形態を
示す図である。
【図２１Ｃ】ハンドル及びツールの更に異なる位置における本発明のより詳細な実施の形
態を示す図である。
【図２２Ａ】図２１に示した器具のツール端部の部分斜視図である。
【図２２Ｂ】図２１及び図２２Ａに示した器具のツール端部の長手方向断面図である。
【図２２Ｃ】図２２Ａに示した器具セグメントの分解斜視図である。
【図２３Ａ】図２１に示した器具のハンドル端部の部分斜視図である。
【図２３Ｂ】図２１及び図２３Ａに示した器具のハンドル端部の長手方向断面図である。
【図２３Ｃ】図２３Ａに示した器具セグメントの分解斜視図である。
【図２３Ｄ】ハンドル端部における器具の曲げ可能な部分の切断斜視図である。
【図２４】ハンドル動作部材に加えられたトルクによりツール動作部材の動作が制御され
る、本発明の別の実施の形態を示す図である。
【図２５】図２４に関する本発明の更なる実施の形態を示す図である。
【図２６】偏心角度にて縫合するときの必須の動作である、ツール端部をその軸線の回り
にて回転させることをより容易にすることにより器具の使用が更に容易となる、本発明の
更なる実施の形態の図である。
【図２７】本発明の更に別の実施の形態を示す図である。
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